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資料編 

１ 中央区子ども・子育てवਢඞ፯ 

ᇓ成ႏഋୖ年ಧ月႘ 

条例༌ూഋୖ号 

ूฝ ᇓ成ႏડ年Ꭵ月ႏႏ႘条例༌一ᄄ号 

令和ୖ年ూ月ഋಧ႘条例༌ഋᎥ号 

（設置） 

༌一条 中央区（ऀࡒ「区」というc）における子ども・子育て支援（子ども・子育て支援ሓ（ᇓ成

ႏഋ年ሓጳ༌Ꭵഋୖ号cऀࡒ「ሓ」というc）༌ಧ条༌一ஶにਊ定する子ども・子育て支援をい

うcऀࡒ၍ƍc）の推進を෨るため、ሓ༌ಧഋႏ条༌一ஶのਊ定に基ƚき、区長のᆣ໔関として、

中央区子ども・子育て会議（ऀࡒ「子ども・子育て会議」というc）を置くc 

（一部ूฝ�令和ୖ年ూ月ഋಧ႘条例༌ഋᎥ号�） 

（所事ኃ） 

༌ႏ条 子ども・子育て会議は、ሓ༌ಧഋႏ条༌一ஶ२号にૡƇる事ኃをശ理するưか、区長のಂኴ

に応ƍ、子ども・子育て支援に関する事ஶについて調௮ල議するとともに、当ड़事ஶについて区長

に見をഠƮることができるc 

（一部ूฝ�令和ୖ年ూ月ഋಧ႘条例༌ഋᎥ号�） 

（組ද） 

༌ూ条 子ども・子育て会議は、にૡƇる者のうちかƾ区長が࡙ඨし、ቦは႞するႏഋ人ࡒၾの

 をもƘて組දするcࡿ࡙

一 区の区域ၾ（ऀࡒ「区ၾ」というc）にഉ所をዛする子どもの保護者ቦは子ども・子育て支援

に関する施策に関をዛする者 

ႏ 区ၾにおいて行Ǆǁる子ども・子育て支援に関する事業にഌ事する者 

ూ 子ども・子育て支援に関し学ಡ経ଫをዛする者 

 区ၾのፑ関ཆ体のஓ成ࡿ 

ୖ २号にૡƇるもののưか、区長が必要とႡめる者 

 （の႞期ࡿ࡙）

༌条 ࡙ࡿの႞期はూ年ࡒၾとし、௺႞をሪƇないcたƕし、ᇸଁの࡙ࡿの႞期は、႞者のౖ႞

期間とするc 

（一部ूฝ�ᇓ成ႏડ年条例一ᄄ号�） 

（会長ਸƨƒのධኃ） 

༌ୖ条 子ども・子育て会議に会長を置き、࡙ࡿのୗにƽƘてこǁを定めるc 

２ 会長は、子ども・子育て会議を༉ᅳし、会ኃを総理するc 

３ 会長に事がŷるときは、ŷƾかƍめ会長の指する࡙ࡿが、ƒのධኃを༉理するc 

（ൣആ） 

༌Ꭵ条 子ども・子育て会議は、会長がൣആするc 

（定໑ਸƨᅳଂ） 

༌ಧ条 子ども・子育て会議は、࡙ࡿのथᄖがഞาしなけǁƥ、会議を開くことができないc 

２ 子ども・子育て会議の議事は、ഞาした࡙ࡿのथᄖをもƘてଂし、ईᄵ၍のときは、会長の

ଂするとこǂにƽるc 
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（関者့のഞา့） 

༌ᄄ条 子ども・子育て会議は、必要がŷるとႡめるときは、๔事ஶについて学ಡ経ଫをዛする

者ƒの関者のഞาをਿめて、ƒの見若しくは説明をྐき、ቦはこǁƾの者にಃፍの提ഞをਿ

めることができるc 

 （の報അࡿ࡙）

༌ડ条 ࡙ࡿには、別ᅳに定めるॽの報അを支給するc 

２ 報അは、月のഷ႘かƾƒの月のቨ႘までの間におけるઌኃ႘にƽり計్した総ॽを、ጐ月ഋ႘

までに支給するc 

 （のᅉ用弁ൌࡿ࡙）

༌ഋ条 ࡙ࡿがධኃのためፅ行したときは、വ᎓にƽり、ƒのᅉ用を弁ൌするc 

２ ᅉ用弁ൌの፬は、ၗྡྷ、ྡྷ、நྡྷ、ೆྡྷ、ፅ行ᅉ、ഗძፍਸƨ食༒ፍのಧとし、ƒ

のॽは、別ᅳに定めるとこǂにƽるc 

３ ႏஶのਊ定にかかǄƾƏ、࡙ࡿがධኃのため特別区のໜする区域ၾをፅ行したときは、ᅉ用弁

ൌとして一႘につきႏ๑ୖᅪࣅを支給するc 

༌ഋ一条 ࡙ࡿがൣആに応ƍて会議にഞาしたときは、ᅉ用弁ൌとして一႘につきႏ๑ୖᅪࣅを支給

するcたƕし、当ड़႘について条のਊ定にƽるᅉ用弁ൌをけるときは、このりでないc 

２ ஶのਊ定にかかǄƾƏ、特別の事情がŷる場合のᅉ用弁ൌは、ၗྡྷ、ྡྷ、நྡྷ、ೆྡྷਸ

ƨഗძፍのୖとし、ƒのॽは、別ᅳに定めるとこǂにƽるc 

（関者့のᅉ用弁ൌ） 

༌ഋႏ条 ༌ᄄ条のਊ定にƽり子ども・子育て会議にഞาした者にしては、ƒのᅉ用を弁ൌするc

たƕし、区のඛઌのධࡿでŷる者がƒのධኃに関連して子ども・子育て会議にഞาしたときは、こ

のりでないc 

２ ᅉ用弁ൌの፬は、ၗྡྷ、ྡྷ、நྡྷ、ೆྡྷ、ፅ行ᅉ、ഗძፍਸƨ食༒ፍのಧとし、ƒ

のॽは、中央区ධࡿのፅᅉに関する条例（൨和ႏഋಧ年ႏ月中央区条例༌ూ号）にਊ定するॽとす

るc 

（支給方ሓ） 

༌ഋూ条 ᅉ用弁ൌの支給方ሓは、区ධࡿの例にƽるc 

（࡙႞） 

༌ഋ条 この条例に定めるもののưか、子ども・子育て会議に関し必要な事ஶは、区ਊ໋で定めるc 

ᆣ ໋ 

この条例は、公ᆑの႘かƾ施行するc 

ᆣ ໋（ᇓ成ႏડ年Ꭵ月ႏႏ႘条例༌一ᄄ号） 

１ この条例は、ᇓ成ႏഋડ年ડ月一႘かƾ施行するc 

２ この条例にƽるूฝ後の中央区子ども・子育て会議条例༌条のਊ定は、この条例の施行の႘ࡒ

後に࡙ඨし、ቦは႞する࡙ࡿの႞期かƾ用するc 

ᆣ ໋（令和ୖ年ూ月ഋಧ႘条例༌ഋᎥ号） 

この条例は、令和ୖ年月一႘かƾ施行するc 

別ᅳ（༌ડ条―༌ഋ一条関） 

区ᇀ 報അのॽ ᅉ用弁ൌのॽ 

会長 ႘ॽ ႏూ、{{{ࣅ 中央区長့の給ፍ့に関する条例（൨和ഋ

ᄄ年ഋႏ月中央区条例༌ႏഋಧ号）にਊ定す

るᆱ区長相当ॽ 

学ಡ経ଫをዛする࡙ࡿ ႘ॽ 一ડ、{{{ࣅ 

 ࣅ}}}、႘ॽ 一ಧ ࡿፑ関ཆ体࡙

ƒのの࡙ࡿ ႘ॽ 一ూ、{{{ࣅ 
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２ ዿश๊ 

�あப� 

¾+%6 

「情報ྫྷ信ਙട」のጸでŷり、+6（+PHQTOCVKQP 6GEJPQNQI[）とưƱ၍ਟのታをಏつが、コ

ンǿȐーター関連のਙടを +6、コンǿȐーターਙടの活用にཧ目する場合を +%6 と、区別して

用いる場合もŷりますc国に +%6 が定ཧしていること့かƾ、႘本でもઝ年 +%6 が +6 に༉

Ǆるସጃとしてஃまりつつŷりますc 

¾ภƂǀ

ᇥँの૽しいこǁかƾの社会を生きる子どもたちにිに付けƊƐたい、「確かな学力」、「ሟ

かな人間性」、「健அと体力」といƘたཐ・ၝ・体のバランスのとǁた力をƊしますcᇓ成į（1996）

年にᇌ部൶（現ఓのᇌ部ऎ学൶）の中央教育ල議会において「21 ฌਈを展ሰしたपが国の教育

のఓり方について」というಂኴにする༌一းの中でಘƊǁましたcᇓ成 29（2017）年３

月 31 ႘にெಘƊǁた幼稚園教育要ፚ、小・中学校学習指導要ፚでも、こǁを૫ൡし、教育基本

ሓू定့で明確になƘた教育の理念を၃まŽ、「生きる力」を育成することとしていますc 

¾育ಋ業ฑဗ

᎕။者が育児のために༄ධすることなく、一定期間業することができるƽう、「育児・ऴ護

業ሓ」にƽり定めƾǁた業制ဗですc１ఄ６ǖ月ࡒ後も、保育園့にႚǁない့の場合には、

会社にしഞることにƽり、育児業期間を長２ఄまで࣊長できますc 

令和４（2022）年 10 月のሓूฝかƾ、ᆍᆎともにᇀআして２回育児業の取ၜがईႷとなƘ

ていますc 

 ፑ的ǜǍಋ（Ǟ|ǲǎǸ|Ǫ|）¾

養ࢯ౧の指導のもとに、家໖ƹে護౧が႘ඛ・応਼に行Ƙている経管、ፑケアとは

ႚƹたんのਹ့ࢂのፑ行ࡡのことですcፑケアを必要とする 18 ఄቴተのඏ॔児をፑ

ケア児といいますc 

ፑケアፑケア児への支援を総合調ธする者ですc、ፑケア児コーディǸーターは

児にする๔なཐಡと経ଫに基ƚいて、支援に関Ǆる関関との連 （ૢධ連ૢ）を෨

り、とりǄけ本人の健அをࡥಏしつつ、生活の場にධがህউに関Ǆり໗けることのできる

支援システȋஓ築のためのǘーǼーǨンとしてのዂআがਿめƾǁていますc� 

¾ǑǒȖǾ|ǏȞǛ 

ි体・ย්・社会なኜでஂƐな状のことですc 

¾505 

5QEKCN 0GVYQTMKPI 5GTXKEG（ǨーシャȖ・ǸǮトワーǘンǛ・サーǾス）のጸですc登録Ɗ

ǁた利用者၍ౠが交流できる 9GD サイトの会ࡿ制サーǾスのことですc 
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�ƀப� 

¾ऌະཎࡿ 

家庭生活における人間関့のൂኴ題について相談に応ƍる๔ධのことですc 

¾)+)# Ǥǚ|Ȗஓມ 

)+)# は )NQDCN CPF +PPQXCVKQP )CVGYC[ HQT #NN のጸですc令和元（2019）年 12 月にᇌ部ऎ

学൶ƽり発ᅳƊǁたஓມで、児童・生ညに１人１༊の 2% と、全国の学校に高໒་ዴ量のྫྷ信Ǹ

Ǯトワークをธᅏすることにƽり、ዻな子どもたちにँƊǁたຕ່性を育む教育を実現

しますc 

¾期定ᇱ育事業 

Ⴁई保育所のႚ園がとなƘた１・２ఄ児クラスの子どもをඉに、いている保育スȅー

スを活用し、期間を定してお預かりする事業ですc 

¾৫業၏ᇱ育事業 

৫業が設置しているႡई॒保育施設ですc設置した৫業で။くഌ業ࡿの子どもƕけでなく、地

域の子どもをけႚǁている施設もŷりますc৫業で။く方のǶーǥに応ƍ、ዹ႘ƹಐ間、預け

る႘့についてഎႌな保育を提供していますc 

¾ੱ育・ᇱ育౮็ 

学の子どもに関する教育、保育့の総合な提供の推進に関するሓጳ（Ⴁ定こども園ሓ）・

学校教育ሓ・児童福祉ሓにਊ定ƊǁたႡ定こども園・幼稚園・保育所のことですc 

Ⴁ定こどもࣆ 

幼稚園と保育所のႷをŷǄƐಏち、教育・保育を一体に行う施設のこ

とで、Ⴁ定こども園には４つのタイプがŷりますc 

幼保連ૢ 

Ⴁई幼稚園とႡई保育所とが連ૢして一体なࢪࢥを行う

ことにƽり、Ⴁ定こども園としてのႷを果たす施設cな

お、新制ဗではႡ定こども園ሓのूฝにƽり「学校ਸƨ児

童福祉施設としてのሓ位置付けをಏつ༳一の施設」とな

りますc 

幼稚園 

Ⴁई幼稚園が、保育を必要とする子どものための保育ಐ間

を確保する့、保育所なႷをᅏŽてႡ定こども園とし

てのႷを果たす施設ですc 

保育所 

Ⴁई保育所が、保育を必要とする子ども॒ࡒの子どもも

けႚǁる့、幼稚園なႷをᅏŽることで、Ⴁ定こども

園としてのႷを果たす施設ですc 

地方ఏ量 
幼稚園・保育所いƏǁのႡईもない地域の教育・保育施設

が、Ⴁ定こども園としてのႷを果たす施設ですc 

ዲབྷࣆ 小学校ࡒவの教育の基ຉをつくるための幼児期の教育を行う施設ですc 

ᇱ育സ 
᎕などのため家庭で保育できない子どもを、保護者に༉ǄƘて保育する

施設ですc 
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¾੍༔ሞኴᇱ育事業 

ඏ॔児向け：ඏ့॔で଼別の応が必要な子どもをඉに、子どものಛ༔で１１を基本とし

て保育を行うႡईの事業ですc 

児童向け：Ⴁई保育所のႚ園がとなƘた０ఄ児かƾ２ఄ児クラスの子どもをඉに、

利用者のಛ༔に保育者をჃଧし、１１の保育を実施する事業ですc 

¾ǝ|ǳǘ|Ǽ| 

ಛసのリスクにつながるƽうな悩みに気ƚき、ฤをかけ、話をྐき、必要な支援につなƇ、見

る人のことですc 

¾計ၟഞภጴ 

15～49 ఄまでの性の年፼別ഞ生ጴを合計したもので、１人の性がंにƒの年の年፼別

ഞ生ጴで一生の間に生むとしたときの子どものに相当しますc 

¾こどもऌǦȞǪ| 

ሀ子保健と児童福祉のፊᇀኾの一体なࢪࢥを行うことにƽり、すƮての႟ౌᆎ、子育てฌ、

子どもにし、ഞౌかƾ子育て期にかかるโǁ目ない支援を行うとともに、新たに、支援を要

する子ども・႟ౌᆎ့へのサポートプランのఢ成、民間ཆ体と連ૢしながƾ支援体制を੫ँする

ための地域ಃଳの開༗့を༶うこととƊǁている関ですc 

令和４（2022）年にूฝƊǁた児童福祉ሓ့にƽり、令和６（2024）年４月かƾ౦ྎは「こ

ども家庭センター」の設置にဖめなけǁƥなƾないこととƊǁており、「こどもቴ๗ጸ」့に

おいて全国展開を෨ることとƊǁていますc 

¾子ども子育てࣤ援ǸǮǳȚ|ǚ 

保健所・保健センターと子ども家庭支援センター、放課後策課において、支援が必要な႟ౌ

ᆎ・႙幼児について情報を共ዛし、支援方を議するǸǮトワークですc႟ර期かƾ子育て期

にǄたるโǁ目のない支援を੫ँし、ౌ 後うつƹ育児ᆊࡊの解൯、児童ਲያሻ့、ሀ子保健ᇀ

ኾと子育て支援ᇀኾのፊኜかƾ子育て家庭を支Žていますc 

�Ɗப� 

¾事業സ内ᇱ育౮็ 

会社のഌ業ࡿ用の保育施設で、区が設置した基മをተたしたႡई施設ですcഌ業ࡿの子どもの

ưか、定ࡿの一部を地域Ꮂとして地域の子どもを一ഽに保育していますc 

¾ಋၔ 

児童福祉ሓ༌ 40 条に基ƚく児童୴生施設の一つで、地域において児童に健全なዥƨ場を提供

して、ዥƨをྫྷƍてƒの健அのໃ進ƹ、情をሟかにすることを目とする児童福祉施設ですc 
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¾ಋၔਲ 

保護者（ැまたはැに༉Ǆる養育者）にƽƘてƒの子どもにइŽƾǁた行ࡡで、ǸǛレクト（食

事をይŽない、家に置きੌりにする့の養育の放৾またはቯ）、ි体ਲ、理ਲ（ེ

しいሯସ、ኅ視့）、性ਲにᇀ፬Ɗǁますが、重ᆷしてこる場合もŷりますc 

¾ಋၔະཎസ

児童福祉ሓに基ƚき設置Ɗǁる行ท関ですcମ໋ 18 ఄቴተの子供に関する相談ƹྫྷெにつ

いて、子供本人・家໖・学校の先生・地域の方yなど、どなたかƾもけ付けていますc 

児童相談所は、すƮての子供がිともに健ƹかに育ち、ƒのಏてる力を་に発৸できる

ƽうに家໖့を援ൃし、ともにணŽ、ኴ題を解ଂしていく๔の相談関です  

¾ಋၔະཎǦȞǪ|

児童相談所でŷると၍ಐに、児童福祉ሓ施行ਊ໋に基ƚく中央児童相談所として位置ƚけƾ

ǁている関ですc地域児童相談所としてのႷにइŽ、都ၾの児童相談所間の調ธ、全児童福

祉施設့のᅉ用྇೭事ኃのưか、総合なෑཉ・ಓፑ・指導のႷ、研修・研のႷ、児童ኴ

題に関する情報の管理ႷなどをಏƘていますc 

¾ಋၔᄇ༥支援 

ቴ学のඏ॔児が児童発༥支援センター့の施設にྫྷ所し、႘ඛ生活での基本な動ఢの指

導ƹആཆ生活への応ોᎉ့を行うサーǾスですc 

¾൚ਊኟᇱ育事業 

少人（定６ࡿ人～19 人）をඉにしたႡई保育施設ですc 

¾ඳ育 

生क़をྫྷƍた健全な食生活の実現、食ᇌँの૫ൡ、健அの確保့が෨ǁるƽう、ƊまƋまな経

ଫをྫྷƍて食に関するཐಡと食を༖する力をॼしくිに付ける教育の取組のことですc 

¾育ƖのǠȈ|ǳǢǤǱȋ 

子ども発༥支援センター ƻりのきが中となƘて、子どもの発༥ƹ育ちに関する総合な相

談をけ、โなፑ育につなƇるとともに、育ちに支援を必要とする子どもの支援情報をཡูし

た「育ちのサポートǖȖテ」を活用しながƾ、保健・福祉・教育့の関関と連ૢして、ライ

フステージに応ƍたโǁ目のない一した支援を行う体制のことですc 

�たப� 

¾ಋၔ 

Ⴁई保育所へのႚ所込みをしており、ႚ所要ଉにड़当しているにもかかǄƾƏ、定ྖࡿथ့

の理ዡでႚ所できない児童（Ⴁආ保育所・家庭福祉့ࡿで保育をけている児童့をൊく）のこ

とですc 
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¾དࡰᆵǞ|ǲǎǸ|Ǫ| 

地域の中で支援を必要とする人をႾ࠶し、ƒの人のྞኜする課題にして地域ഉ民ƹ関

関・ཆ体့との။にƽり相談援ൃƹ๔関につなƅ့して、ƒの課題の解ଂを目指して支援

する福祉の๔ධのことですc 

¾ၟ定ੱ育・ᇱ育౮็ 

区長が施設給付ᅉの支給にる施設として確Ⴁした「教育・保育施設」のことですc施設

給付をけƏ、学ൃ成をけるጵ幼稚園ƹ、東京都Ⴁආ保育所はまǁまƐんc 

¾ၟ定དࡰᇱ育事業 

区長が地域保育給付ᅉの支給にる事業を行う者として確Ⴁした事業者が行う「地域保

育事業」のことですc 

¾ၟᇠ支援ੱ育 

ŃＤ（学習ඏ॔）、ĸＤ�ĿＤ（ଁ�動性ඏ॔）、高Ⴗಛᇘ൵့発༥ඏ॔をむඏ

॔のŷる幼児・児童・生ညのಛጵƹ社会ౄइに向けて、ƒの一人一人の教育ǶーǥをႾ࠶して、

ƒのಏてる力を高め、生活ƹ学習上のႍをूまたはᆴするために、โな教育ƹ指導をྫྷ

ƍて必要な支援を行うことですc 

�Ɵப�

¾Ⴁईᇱ育സ 

保護者が仕事ƹᅸ気့にƽり家庭において子どもの保育ができないときに、保護者に༉ǄƘ

て保育をするとこǂですc 

¾Ⴁई॒ᇱ育౮็ 

႙幼児を預かることを目とした施設で、ȄǾーȆテȖ、事業所が開設している保育施設、৫

業導保育施設့のことですc 

¾Ⴁආᇱ育സ（ဪੜဒႡආᇱ育സ） 

Ⴁई保育所ƕけでは応Žきǁない་都౦のዻな保育Ƕーǥに応Žるためにຕ設Ɗǁた東京

都ၤಛ基മ（Ⴁආ基മ）にƽる保育所ですc民間৫業့ዻな事業者がࢪࢥし、のƽうな特න

がŷりますc 

・全施設で０ఄ児かƾ預かり 

・全施設において 13 ಐ間の開所を基本とする 

・利用者と保育所のྞไ利用約 

・東京都ၤಛ基മにƽり、โな保育෯മを確保 
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�Ƥப� 

¾2CTM�2(+ ฑဗ 

ᇓ成 29 年の都౦公園ሓूฝにƽり新たに設けƾǁた、ࢃ食、პ့の公園利用者の利ᇬの

向上にಃする公ᇻඉ公園施設の設置と、当ड़施設かƾ生Əる೭ࢽを活用してƒの೮ᇩの園᎓、

ஃ場့の一ᄤの公園利用者が利用できる特定公園施設のธᅏ・ू修့を一体に行う者を、公ᇻ

にƽり定する「公ᇻ設置管理制ဗ」のことですc 

¾ᄔຼະཎ支援 

ഞౌ・育児့の見ྫྷしをጵてるためのኜ談့（Ғ႟රၫഞಐ、ғ႟රįǖ月後、Ҕഞ生後

かƾ႙児家庭全ሞኴまでの間）ƹƒの後の૫໗な情報発信့を実施し、႟ර期かƾഞౌ・

子育てまで一して相談に応ƍ必要な支援につなƅ相談支援のことですc 

¾ǿǍǠȈ|ǳ 

၍ƍƽうなጵ場ƹ境、経ଫ့をともにする人၍ౠの支Ž合いのことですc 

¾ᇱ育സ့ሞኴ支援 

保育園、幼稚園、Ⴁ定こども園、小学校、特別支援学校့にྫྷうඏ॔児が、ആཆ生活の応の

ための支援を必要とする場合に、ሞኴ支援ࡿがƒの施設をሞኴし、๔な支援့を行うサーǾ

スですc 

¾ሐ課ଢ଼့ǲǏǠ|ǾǤ 

ఓ学中のඏ॔児にして、放課後ƹऊみ့の長期ए中において、生活Ⴗ力向上のためのો

ᎉ့を૫໗に提供することにƽり、学校教育と相まƘてಛጵを້進するとともに、放課後့の

居場所ƚくりを行うサーǾスですc 

¾ሀ子・ᆙ子ಛጵ支援ࡿ 

ひとりැ（ሀ子・ᆙ子）家庭の方yのಛጵに必要な相談ƹൃସ・指導を行う๔ධのことですc 

¾ሀ子ᇱଌǞ|ǲǎǸ|Ǫ| 

႟ර期かƾ子育て期にǄたる૫໗支援が必要な႟ౌᆎの相談支援を行うため、保健所・保健セ

ンターにሀ子保健コーディǸーターを配置していますc 

�Ƴப�

¾ȉǏǤǚ|ȖǤȈ|ǯ 

本区の२小・中学校がƒǁƓǁ、ႈྗƨ、一፤ೆ、ಏਵຼ့の目を重点に取り組むスポー

ǯとしてૡƇて、児童・生ညの体力向上・ໃ進を目指した取組のことですc 

¾ȌȞǪǱǎ|ǬȎ|

೨業ƹ保育にዓǁた小学校教ࡿ、幼稚園教ࡿをȌンタティーチャーとႡ定し、に教ࡿになƘ

て２～３年の若教ࡿをඉに、ኟᄧ೨業の実施、若教ࡿの೨業のᅴ・指導にŷたƘていま

すc 
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�ƹப�

¾ȏȞǛǜǍȔ| 

本་人が༶うとມ定Ɗǁている家事ƹ家໖のฌ話့を႘ඛに行Ƙている子どものことを

ସいますc႞ƹᆟ༶の重Ɗにƽり、学業ƹዕ人関့にࢬがഞてしまうことがŷりますc 

¾ȑǶǻ|ǠȖǲǡǏȞ

年፼・国 ・ฺ性別・ි 体状況့をኴǄƏ、ईႷなりすƮての人が社会にౄ画しᇿƾƐるƽう、

生活・ࡤ動・都౦環境のǺーǴ・Ǩフトፊኜかƾ利用しƹすい設計をめƋすணŽ方ですc 

¾ጅᇱ୦ಋၔ策དࡰਢव 

要保護児童のโな保護、支援့を行うため、子どもに関する関့にƽりஓ成Ɗǁる関

でŷり、児童福祉ሓにƽり、地方公共ཆ体はƒの設置にဖめることとƊǁていますc 

�ƾப� 

¾ȔǏȀǲǡǏȞ 

結、႟ර・ഞౌ、子育て、仕事့、人生（ライフ）のஓມのことですc国の「こども་」

では、結、႟ර・ഞౌ、子育ては଼人のಛዡな౩ଂ定に基ƚくものでŷƘて、ዻなअཏ・

ணŽ方をໞ重することを་提としていますc 

�Ǆப�

¾若者 

౩ണ期（中学生年༉かƾおおむƢ 18 ఄまで）、ฬ年期（おおむƢ 18 ఄかƾおおむƢ 30 ఄቴ

ተまで）の者をいいますc施策にƽƘては、ポストฬ年期の者（ฬ年期をथƃ、་学့において

社会の२ᇀኾを支Ž、発展ƊƐていくಃ質・Ⴗ力を養うဖ力を໗けている者ƹࣅঌな社会生活を

む上でႍをዛする、40ࢪ ఄቴተの者）もඉとしますc౩ണ期の者は、子どもかƾ若者への

行期として、施策にƽり、子ども、若者ƒǁƓǁにड़当する場合がŷりますcࡤ
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３ 中央区子ども・子育てवਢ 

（１）中央区子ども・子育てवਢ࡙ࡿሁ 

区ᇀ  സ໔ཆ 

学ಡ経ଫ者 
་ ཟ   པ ጵฝ་学教೨ 

新 ဿ こƏŽ 上པ་学教೨ 

 ፑ関者
་   ੯ 中央区౧会 

ဂ 中    ႘本ੲ౧会 

子育て支援事業者 ་ ஔ  子 社会福祉ሓ人พஷ会 理事長 

保育・教育関者 

 ဂ ࠩ ৵ 子 中央区ጵ保育園長会（ƊくƾƊくみƾい്どき園長）

௨ ဿ み ど り 中央区ጵ保育園長会（中央区ጵつくƕ保育園園長） 

 口 எ  中央区ጵ幼稚園長会（中央区ጵሟ海幼稚園園長） 

ᇓ  ൜ ᅝ 
中央区ጵ小学校長会（中央区ጵ東小学校校長） 

Å令和６年３月 31 ႘まで 

児 ઈ ་ ዢ 
中央区ጵ小学校長会（中央区ጵ႘本ੲ小学校校長） 

Å令和６年４月１႘かƾ 

子育て当事者 

（保護者） 

上 య   ፗ 公ᇻ区民 

ද አ ちŷき 公ᇻ区民 

ば ମ ዕ ᅖ 公ᇻ区民 

ཆ体関者 

ဿ ঢ় ቕ ਈ ႞児童࡙ࡿ（京ੲ地域） 

 ဂ 明 実 ႞児童࡙ࡿ（႘本ੲ地域） 

ქ ମ ዣ 子 ႞児童࡙ࡿ（月ဥ地域） 

ჺ  ዡ  ファミリー・サポート・センター提供会ࡿ༉ᅳ 

አ ኪ ፂ  中央区ฬ少年࡙ࡿ会  Å令和６年７月１႘かƾ 

区ධࡿ 

་ਵ保   ች 福祉保健部長 

ဍ ญ შ ഡ 中央区保健所長 

生 ဥ   କ 教育࡙ࡿ会事ኃઅ長 Å令和６年３月 31 ႘まで 

ሾ ᦁ ๑  子 教育࡙ࡿ会事ኃઅ長 Å令和６年４月１႘かƾ 

（ૣൺጸ：വᆊ၍） 
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（２）中央区子ども・子育てवਢ ලਢ૪थ 

�፭Ꭼ５（���3）Ⴉဗ� 

्௹႘ Ɵਢ題 

༌１回 ７月19႘ 

À 中央区の子育て支援事業の状況について 

À 令和５年ဗ中央区子育て支援に関するǶーǥ調௮ਸƨひとりැ家庭実調௮

の実施について 

༌２回 ９月６႘ 

（ിኜ開௹） 

À 令和５年ဗ中央区子育て支援に関するǶーǥ調௮ਸƨひとりැ家庭実調௮

の実施について 

༌３回 １月31႘ 
À 令和５年ဗ中央区子育て支援に関するǶーǥ調௮ਸƨひとりැ家庭実調௮

のആ計結果について（໒報ᄟ） 

༌４回 ３月26႘ 

À 令和５年ဗ中央区子育て支援に関するǶーǥ調௮ਸƨひとりැ家庭実調௮

の実施結果について 

À こども基本ሓへの応ਸƨ令和６年ဗ中央区子ども・子育て会議スケジȐーȖに 

ついて 

�፭Ꭼ６（����）Ⴉဗ� 

्௹႘ Ɵਢ題 

༌１回 ７月16႘ 

À 中央区の子育て支援事業の状況について 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）策定 

に向けた子どもへのアンケート結果について 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）の 

策定について 

・計画子（ࡎ）༌１ൻかƾ༌３ൻ 

༌２回 į月28႘ 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）の 

策定について 

・計画子（修ฝࡎ） ༌１ൻかƾ༌３ൻ 

・༌４ൻ「方向性Ɖとの取組ၾዴ」（ࡎ） 

༌３回 ９月26႘ 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）の 

策定について 

・༌４ൻ「方向性Ɖとの取組ၾዴ」（修ฝࡎ） 

・༌５ൻ「子ども・子育て支援事業計画」 

・基本理念について 

༌４回 11 月７႘ 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）の 

策定について 

・中間のまとめ（ࡎ）について 

༌５回 ２月10႘ 

À（ंൺ）中央区こども計画（༌ూ期中央区子ども・子育て支援事業計画）の 

策定について 

・中間のまとめ（ࡎ）にするǼブリǮクコȌント実施結果について 

  ・報ெ（ࡎ）について 
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４ ே・ဪੜဒᎌ 

（１）こども基本ሓ                                 

 令和年ሓጳ༌ಧഋಧ号 

༌一ൻ 総໋ 

（目） 

༌一条 このሓጳは、႘本国କሓਸƨ児童の権利に関する条約のย්にのƘとり、༉の社会を༶う

全てのこどもが、生क़にǄたる人६成の基ຉを築き、ಛጵした଼人としてひとしく健ƹかに成長

することができ、ිの状況、置かǁている環境့にかかǄƾƏ、ƒの権利のዸ護が෨ƾǁ、൙

にǄたƘてஂ福な生活をຽることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取

り組むことができるƽう、こども施策に関し、基本理念を定め、国のኃ့を明ƾかにし、ਸƨこ

ども施策の基本となる事ஶを定めるとともに、こどもท策推進会議を設置すること့にƽり、こど

も施策を総合に推進することを目とするc 

（定ਟ） 

༌ႏ条 このሓጳにおいて「こども」とは、ිの発༥のथ࿘にŷる者をいうc 

２ このሓጳにおいて「こども施策」とは、にૡƇる施策ƒののこどもに関する施策ਸƨこǁと

一体にƏƮき施策をいうc 

一 新生児期、႙幼児期、学童期ਸƨ౩ണ期の२ཌॎを経て、おとなになるまでのිの発༥のथ࿘

をྫྷƍてโǁ目なく行Ǆǁるこどもの健ƹかな成長にする支援 

ႏ 子育てにᄔう৮ƨを実শできる社会の実現にಃするため、᎕、結、႟ර、ഞౌ、育児့の२

ཌॎに応ƍて行Ǆǁる支援 

ూ 家庭における養育環境ƒののこどもの養育環境のธᅏ 

（基本理念） 

༌ూ条 こども施策は、にૡƇる事ஶを基本理念として行Ǆǁなけǁƥなƾないc 

一 全てのこどもについて、଼人としてໞ重Ɗǁ、ƒの基本人権が保ඏƊǁるとともに、௭別取

扱いをけることがないƽうにすることc 

ႏ 全てのこどもについて、โに養育Ɗǁること、ƒの生活を保ඏƊǁること、Ɗǁ保護Ɗǁる

こと、ƒの健ƹかな成長ਸƨ発༥ᇖƨにƒのಛጵが෨ƾǁることƒのの福祉にる権利が့しく

保ඏƊǁるとともに、教育基本ሓ（ᇓ成ഋᄄ年ሓጳ༌ᅪႏഋ号）のย්にのƘとり教育をける

会が့しくይŽƾǁることc 

ూ 全てのこどもについて、ƒの年፼ਸƨ発༥の࿘ဗに応ƍて、ಛୂにྞไ関する全ての事ஶに関

して見をᅳ明する会ਸƨዻな社会活動にౄ画する会が確保Ɗǁることc 

 全てのこどもについて、ƒの年፼ਸƨ発༥の࿘ဗに応ƍて、ƒの見がໞ重Ɗǁ、ƒのの利

 がዓ先してண慮Ɗǁることcࢽ

ୖ こどもの養育については、家庭を基本として行Ǆǁ、ᆙሀƒのの保護者が༌一ਟ႞をዛす

るとのႡಡのऀ、こǁƾの者にしてこどもの養育に関しഋᇀな支援を行うとともに、家庭での養

育がႍなこどもにはできるり家庭と၍ዻの養育環境を確保することにƽり、こどもがිとも

に健ƹかに育成Ɗǁるƽうにすることc 

Ꭵ 家庭ƹ子育てにኄをಏち、子育てにᄔう৮ƨを実শできる社会環境をธᅏすることc 

（国のኃ） 

༌条 国は、条の基本理念（ऀࡒ༳に「基本理念」というc）にのƘとり、こども施策を総合

に策定し、ਸƨ実施するኃをዛするc 
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（地方公共ཆ体のኃ） 

༌ୖ条 地方公共ཆ体は、基本理念にのƘとり、こども施策に関し、国ਸƨの地方公共ཆ体との連

ૢを෨りつつ、ƒの区域ၾにおけるこどもの状況に応ƍた施策を策定し、ਸƨ実施するኃをዛす

るc 

（事業のဖ力） 

༌Ꭵ条 事業は、基本理念にのƘとり、ƒの用する᎕။者のධ業生活ਸƨ家庭生活の充実が෨ƾ

ǁるƽう、必要な用環境のธᅏにဖめるものとするc 

（国民のဖ力） 

༌ಧ条 国民は、基本理念にのƘとり、こども施策について関と理解をෆめるとともに、国ቦは地

方公共ཆ体が実施するこども施策に力するƽうဖめるものとするc 

（年報ெ） 

༌ᄄ条 ทᆒは、ቚ年、国会に、पが国におけるこどもをめƅる状況ਸƨทᆒがƍたこども施策の

実施の状況に関する報ெを提ഞするとともに、こǁを公ᅳしなけǁƥなƾないc 

２ ஶの報ெは、にૡƇる事ஶをむものでなけǁƥなƾないc 

一 少子ँ社会策基本ሓ（ᇓ成ഋୖ年ሓጳ༌ᅪూഋూ号）༌ડ条༌一ஶにਊ定する少子ँの状況ਸ

ƨ少子ँにശするためにƍた施策のॗ況 

ႏ 子ども・若者育成支援推進ሓ（ᇓ成ႏഋ一年ሓጳ༌ಧഋ一号）༌Ꭵ条༌一ஶにਊ定するपが国に

おける子ども・若者の状況ਸƨทᆒがƍた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 

ూ こどものᆅの解൯に向けた策の推進に関するሓጳ（ᇓ成ႏഋୖ年ሓጳ༌Ꭵഋ号）༌ᄄ条༌

一ஶにਊ定するこどものᆅの状況ਸƨこどものᆅの解൯に向けた策の実施の状況 

༌ႏൻ 基本施策 

（こども施策に関する་） 

༌ડ条 ทᆒは、こども施策を総合に推進するため、こども施策に関する་（ࡒ 「ऀこども་」

というc）を定めなけǁƥなƾないc 

２ こども་は、にૡƇる事ஶについて定めるものとするc 

一 こども施策に関する基本な方 

ႏ こども施策に関する重要事ஶ 

ూ ႏ号にૡƇるもののưか、こども施策を推進するために必要な事ஶ 

３ こども་は、にૡƇる事ஶをむものでなけǁƥなƾないc 

一 少子ँ社会策基本ሓ༌ಧ条༌一ஶにਊ定する総合かつ長期な少子ँにശするための施

策 

ႏ 子ども・若者育成支援推進ሓ༌ᄄ条༌ႏஶ२号にૡƇる事ஶ 

ూ こどものᆅの解൯に向けた策の推進に関するሓጳ༌ડ条༌ႏஶ२号にૡƇる事ஶ 

４ こども་に定めるこども施策については、ମ໋として、当ड़こども施策のભ体な目ᅮਸƨƒ

の༥成の期間を定めるものとするc 

５ ၾॷ総理་は、こども་のࡎにつきॷ議のଂ定をਿめなけǁƥなƾないc 

６ ၾॷ総理་は、ஶのਊ定にƽるॷ議のଂ定がŷƘたときは、ཛなく、こども་を公ᅳし

なけǁƥなƾないc 

７ ႏஶのਊ定は、こども་のᇥஏについてമ用するc 

（都ၗᆒଡこども計画့） 

༌ഋ条 都ၗᆒଡは、こども་をপࡎして、当ड़都ၗᆒଡにおけるこども施策についての計画（ࡒ

ऀこの条において「都ၗᆒଡこども計画」というc）を定めるƽうဖめるものとするc 

２ ౦ྎは、こども་（都ၗᆒଡこども計画が定めƾǁているときは、こども་ਸƨ都ၗᆒଡ

こども計画）をপࡎして、当ड़౦ྎにおけるこども施策についての計画（ऀࡒこの条において「౦

ྎこども計画」というc）を定めるƽうဖめるものとするc 
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３ 都ၗᆒଡቦは౦ྎは、都ၗᆒଡこども計画ቦは౦ྎこども計画を定め、ቦはᇥஏしたときは、

ཛなく、こǁを公ᅳしなけǁƥなƾないc 

４ 都ၗᆒଡこども計画は、子ども・若者育成支援推進ሓ༌ડ条༌一ஶにਊ定する都ၗᆒଡ子ども・

若者計画、こどものᆅの解൯に向けた策の推進に関するሓጳ༌ഋ条༌一ஶにਊ定する都ၗᆒଡ

計画ƒのሓ令のਊ定にƽり都ၗᆒଡがఢ成する計画でŷƘてこども施策に関する事ஶを定める

ものと一体のものとしてఢ成することができるc 

５ ౦ྎこども計画は、子ども・若者育成支援推進ሓ༌ડ条༌ႏஶにਊ定する౦ྎ子ども・若者

計画、こどものᆅの解൯に向けた策の推進に関するሓጳ༌ഋ条༌ႏஶにਊ定する౦ྎ計画ƒ

のሓ令のਊ定にƽり౦ྎがఢ成する計画でŷƘてこども施策に関する事ஶを定めるものと一

体のものとしてఢ成することができるc 

（こども施策にするこども့の見のᄗࢭ） 

༌ഋ一条 国ਸƨ地方公共ཆ体は、こども施策を策定し、実施し、ਸƨᅴअするに当たƘては、当ड़

こども施策のඉとなるこどもቦはこどもを養育する者ƒのの関者の見をᄗࢭƊƐるため

に必要なຂ置をƏるものとするc 

（こども施策にる支援の総合かつ一体な提供のための体制のธᅏ့） 

༌ഋႏ条 国は、こども施策にる支援が、支援を必要とする事ዡ、支援を行う関関、支援の

ඉとなる者の年፼ቦは居ഉする地域့にかかǄƾƏ、โǁ目なく行Ǆǁるƽうにするため、当ड़支

援を総合かつ一体に行う体制のธᅏƒのの必要なຂ置をƏるものとするc 

（関者相ୗのዛな連ૢの確保့） 

༌ഋూ条 国は、こども施策がฝかつࣅঌに行Ǆǁるƽう、ፑ、保健、福祉、教育、ፑ育့に関

する業ኃを行う関関相ୗのዛな連ૢの確保にဖめなけǁƥなƾないc 

２ 都ၗᆒଡਸƨ౦ྎは、こども施策がฝかつࣅঌに行Ǆǁるƽう、ஶにਊ定する業ኃを行う

関関ਸƨ地域においてこどもに関する支援を行う民間ཆ体相ୗのዛな連ૢの確保にဖめ

なけǁƥなƾないc 

３ 都ၗᆒଡቦは౦ྎは、ஶのዛな連ૢの確保にಃするため、こども施策にる事ኃの実施

にる議ਸƨ連ጛ調ธを行うための議会を組දすることができるc 

４ ஶの議会は、༌ႏஶの関関ਸƨ民間ཆ体ƒのの都ၗᆒଡቦは౦ྎが必要とႡめる者

をもƘてஓ成するc 

༌ഋ条 国は、条༌一ஶのዛな連ૢの確保にಃするため、଼人情報のฝな取扱いを確保し

つつ、၍ஶの関関が行うこどもに関する支援にಃする情報の共ዛを້進するための情報ྫྷ信ਙ

ടの活用ƒのの必要なຂ置をƏるものとするc 

２ 都ၗᆒଡਸƨ౦ྎは、条༌ႏஶのዛな連ૢの確保にಃするため、଼人情報のฝな取扱

いを確保しつつ、၍ஶの関関ਸƨ民間ཆ体が行うこどもに関する支援にಃする情報の共ዛを້

進するための情報ྫྷ信ਙടの活用ƒのの必要なຂ置をƏるƽうဖめるものとするc 

（このሓጳਸƨ児童の権利に関する条約のೡ౯ਸƨၾዴについての೮ཐ） 

༌ഋୖ条 国は、このሓጳਸƨ児童の権利に関する条約のೡ౯ਸƨၾዴについて、ஃ報活動့をྫྷƍ

て国民に೮ཐを෨り、ƒの理解をၜるƽうဖめるものとするc 

（こども施策の充実ਸƨఖท上のຂ置့） 

༌ഋᎥ条 ทᆒは、こども་の定めるとこǂにƽり、こども施策のᆳஃい展開ƒののこども施策

の一ພの充実を෨るとともに、ƒの実施に必要なఖท上のຂ置ƒののຂ置をƏるƽうဖめなけ

ǁƥなƾないc 

༌ూൻ こどもท策推進会議 

（設置ਸƨ所事ኃ့） 

༌ഋಧ条 こども家庭ྃに、特別の関として、こどもท策推進会議（ऀࡒ「会議」というc）を置

くc 
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２ 会議は、にૡƇる事ኃをつかƊどるc 

一 こども་のࡎをఢ成することc 

ႏ 号にૡƇるもののưか、こども施策に関する重要事ஶについてල議し、ਸƨこども施策の実施

を推進することc 

ూ こども施策について必要な関行ท関相ୗの調ธをすることc 

 ూ号にૡƇるもののưか、のሓ令のਊ定にƽり会議に໔ƊƐƾǁた事ኃ 

３ 会議は、ஶのਊ定にƽりこども་のࡎをఢ成するに当たり、こどもਸƨこどもを養育する者、

学ಡ経ଫ者、地域においてこどもに関する支援を行う民間ཆ体ƒのの関者の見をᄗࢭƊƐる

ために必要なຂ置をƏるものとするc 

（組ද့） 

༌ഋᄄ条 会議は、会長ਸƨ࡙ࡿをもƘて組දするc 

２ 会長は、ၾॷ総理་をもƘて充てるc 

 は、にૡƇる者をもƘて充てるcࡿ࡙ ３

一 ၾॷᆒ設置ሓ（ᇓ成ഋ一年ሓጳ༌ᄄഋડ号）༌ડ条༌一ஶにਊ定する特༶当་でŷƘて、၍

ஶのਊ定にƽりをけて၍ሓ༌ഋ一条のూにਊ定する事ኃを理するもの 

ႏ 会長ਸƨ号にૡƇる者॒ࡒの国ኃ་のうちかƾ、ၾॷ総理་が指定する者 

（ಃፍ提ഞの要ਿ့） 

༌ഋડ条 会議は、ƒの所事ኃを行するために必要がŷるとႡめるときは、関行ท関の長に

し、ಃፍの提ഞ、見の開ྤ、説明ƒの必要な力をਿめることができるc 

２ 会議は、ƒの所事ኃを行するために特に必要がŷるとႡめるときは、ஶにਊ定する者॒ࡒ

の者にしても、必要な力をࡕጘすることができるc 

（ท令への࡙႞） 

༌ႏഋ条 ూ条に定めるもののưか、会議の組දਸƨࢪࢥに関し必要な事ஶは、ท令で定めるc 

ᆣ໋ൢ 

（施行期႘） 

༌一条 このሓጳは、令和ୖ年月一႘かƾ施行するc 

（ଙ၀） 

༌ႏ条 国は、このሓጳの施行後ୖ年を目ထとして、このሓጳの施行の状況ਸƨこども施策の実施の

状況をপࡎし、こども施策が基本理念にのƘとƘて実施Ɗǁているかどうか့の点かƾƒの実

をႾ࠶しਸƨ公ฝかつโにᅴअする仕組みのธᅏƒのの基本理念にのƘとƘたこども施策の

一ພの推進のために必要な方策についてଙ၀をइŽ、ƒの結果に基ƚき、ሓ制上のຂ置ƒのの必

要なຂ置をƏるものとするc 
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（２）�こども་�のॗጅ ഞ：こども་（説明ಃፍ）（こども家庭ྃ *2） 

こども་Ɓ目౪Ǝ�こどもƳǈƟƀೂव�～全てのこども・若者がි体・ย්・社会にஂ福な生活をຽることができる社会～ 

てのこども・若者Ɓ、႘本国କሓ、こども基本ሓਸƨこどもの権利条約�のย්にのƘとり、生क़にǄたる人६成 

の基ຉを築き、ಛጵƌた଼とƌてƧとƌくଌƹƀにถྙすることができ、ිの状ੳ、མƀǁてŹǀৄ੩့にƀƀǄƾ

Ə、Ƨとƌくƒのଚጦのዸ୦が෨ƾǁ、ි的・ย්的・ೂव的に൙にǄたってஂƐƟ状（ǑǒȖǾ|ǏȞǛ）Ɯภ 

ঊをຽǀことƁƜƂǀೂवc

全てのこどもƹ若者が、保護者ƹ社会に支Žƾǁ、生活に必要なཐをිに付けながƾ 

ķ ිともに健ƹかに成長できる 

ķ ଼性ƹዻ性がໞ重Ɗǁ、ໞଯが重んƑƾǁ、ŷりのままのಛᇀをけዴǁて་โにশƍる（ಛୂத定শをಏつ）ことができ、ಛᇀ 

ƾしく、一人一人が౩うஂ福な生活ができる 

ķ ዻyなዥƨƹ学ƨ、体ଫ့をྫྷƍて、生きᄌく力をၜることができる 

ķ ኄƹ৵ሰをŽるために、৵ሰとግに応ƍて、のƨのƨとチャレンジでき、ቴをโり開くことができる 

ķ ି定念ƹअཏをࣥし付けƾǁƏ、ಛዡでዻな༖ができ、ಛᇀのईႷ性をஃƇることができる 

ķ ಛƾの見をಏつためのዻyな支援をけることができ、ƒの見をᅳ明し、社会にౄ画できる 

ķ ᆊࡊƹ悩みをሎŽたり、Ƙたりしても、೮ࡗのおとなƹ社会にサポートƊǁ、ኴ題を解൯したり、ඔりࣁŽたりすることができる 

ķ ਲ、いƍめ、体ᄋ・ᆊโな指導、ሯ力、経అథ取、性ᄠక・性ሯ力、ఆ॔・事などかƾƾǁ、ႍな状況にƘた場合に 

はൃけƾǁ、௭別Ɗǁたり、ୁጵしたり、ᆅにƘたりすることなく、ࡊ全にࡊしてᇿƾすことができる 

ķ ။くこと、また、༱かと家໖になること、ැになることに、ኄƹ৵ሰをಏつことができる 

ƒして、20 ༉、30 ༉を中とする若いฌ༉が、 

ķ ಛᇀƾしく社会生活をຽることができ、経అ基ᄯが確保Ɗǁ、൙に見ྫྷしをಏつことができるc 

ķ ৵ሰするǘャリアをめることなく、仕事と生活を調和ƊƐながƾ、৵ሰとግに応ƍて社会で活躍することができるc 

ķ ƒǁƓǁの৵ሰに応ƍ、家໖をಏち、こどもをౌみ育てることƹ、ᆊࡊなく、こどもとの生活をౡめることができるc 

ķ 社会全体かƾ支Žƾǁ、ಛୂத定শをಏちながƾஂƐな状で、こどもと向き合うことができ、子育てにᄔう৮ƨを実শすること 

ができるcƒうした環境のऀで、こどもがஂƐな状で育つことができるc 

Ғ こども・若者が、ໞଯを重んƑƾǁ、ಛᇀƾしくಛƾの৵ሰに応ƍてƒのግとႷ力を活かすことができるƽうになるcこどもをౌ 

みたい、育てたいとணŽる଼人の৵ሰがうcこどもƹ若者、子育て当事者のஂ福ྩਿにおいてᅋඛに重要c 

ғ ƒの結果として、少子ँ・人口ଲ少の流ǁを་きくᇥŽるとともに、ቴを༶う人ఔを社会全体で育み、社会経అのಏ໗ईႷ性を高 

めるc 

こどもƹ若者、子育て当事者はもちǂん、全ての人にとƘて、社会अཏがຕ່Ɗǁ、ƒのஂ福が高まることに

（�こども家庭ල議会における当ड़条約のାൺについての議Ꭺを၃まŽ、当事者でŷるこどもにとƘてのǄかりƹすƊの点かƾ、児童の権利に関する条約を「こどもの権利条約」とఐc）

こども౮策にƎǀ基本的Ɵ方

႘本国କሓ、こども基本ሓਸƨこどもの権利条約のย්にのƘとり、ऀࡒの６本のを基本な方とするc 

Ғこども・若者をଚጦのとƌてႡಡƌ、ƒのዻƟ६・଼性をໞഓƌ、ଚጦをᇱඏƌ、こども・若者のௗとこǁƀƾの

のጦࢽを෨ǀ
ķ こども・若者は、保護者ƹ社会の支Žをけながƾ、ಛጵした଼人としてಛୂを確ጵしていく見ᅳ明・ౄ画とಛୂ༖・ಛୂଂ定・ಛୂ実

現の体でŷり、生まǁながƾに権利の体cዻな人६をಏƘた଼としてໞ重し、ƒの権利を保ඏし、こども・若者のௗとこǁかƾにとƘ

てのの利ࢽを෨るc「こどもとともに」というౣฒで、こどもƹ若者のಛୂ༖・ಛୂଂ定・ಛୂ実現を社会全体で後ࣥしc 

ķ 成育環境့にƽƘて௭別取扱いをけることのないƽうにするcਲ、いƍめ、ሯ力့かƾこどもをり、అするc 

ғこどもƹ若者、子育てဴ事者の౽をໞഓƌ、ƒのଣをྐƂ、ᎭƌƟƁƾ、ともに進ƶてŹく

Ҕこどもƹ若者、子育てဴ事者のȔǏȀǤǱ|ǣにࣤƍてโǁ目Ɵくࣤƌ、ഋᇀに支援Ǝǀ

ҕፕƟถ育ৄ੩を॰ᇱƌ、ᆅと६௭のश൯を෨り、てのこども・若者ƁஂƐƟ状ƜถྙƜƂǀƽŻにƎǀ

Җ若Źฌ༉のภঊの基ᄯのࡊ定を෨ǀとともに、ዻƟअཏ・考え方を་࿓とƌて若Źฌ༉の౽にጵってଅ、子育て

にƎǀ৵ሰのถとಲ現をຑƵᾯ᎓（あŹǂ）のჅに取り組Ƶ

җ౮策のຳ性を॰ᇱƎǀとともに、൶ྃ、ད方୰ཆ、ኁཆ့とのᎌૢをഓ౽Ǝǀ

ķ こども・若者が、ಛƾのことについて見を成し、ƒの見をᅳ明することƹ、社会にౄ画することが、社会へのࢬ力を発৸することに

つながり、おとなは、こども・若者のの利ࢽを実現する点かƾこども・若者の見を年፼ƹ発༥の࿘ဗに応ƍてໞ重するc 

ķ ・見をᅳ明しƹすい環境ƚくりを行うcႍな状況に置かǁたこども、見成への支援を進め見ᅳ明・社会ౄ画する上でもଁかƐない

若者ƹዻyな状況にŷƘてฤをྐかǁにくいこどもƹ若者့についてഋᇀな配慮を行うc 

ķ こども・若者の状況に応ƍて必要な支援が特定の年፼でထโǁることなく行Ǆǁ、ಛᇀƾしく社会生活をຽることができるƽうになるまで

を社会全体でโǁ目なく支Žるc 

ķ 「子育て」とは、こどものང生かƾཌྷともにౡまƘており、႙幼児期の後も、学童期、౩ണ期、ฬ年期を経て、おとなになるまで໗くも

のとのႡಡのऀ、ライフステージをྫྷƍて、社会全体で子育て当事者を支Žていくc 

ķ ႙幼児期かƾのࡊ定したཧ（アタǮチȌント）の成を保ඏするとともに、ཧをဘ༊として、全てのこども・若者が、相ୗに人६と଼性

をໞ重Ɗǁながƾ、ࡊ全でࡊしてथƉすことができるくの居場所をಏち、ዻyな学ƨƹዻな体ଫ活動・॒ዥƨの会をၜることをྫྷ

ƍて、ಛୂத定শƹಛୂዛ用শを高め、ஂƐな状で成長し、ໞଯが重んƑƾǁ、ಛᇀƾしく社会生活をࢪむことができるƽうに取り組むc 

ķ ႍな状況にŷるこども・若者ƹ家庭を༱一人取りౖƊƏ、ƒの特性ƹ支援Ƕーǥに応ƍてきめかい支援ƹ合理配慮を行うc 

ķ 若いฌ༉が「人生のラǮシȐアワー」とସǄǁるዻyなライフイȄントが重なるಐ期において、社会の中でಛƾを活かす場をಏつことがで

き、現ఓの所ၜƹ൙の見ྫྷしをಏてるƽうにするc 

ķ ዻなअཏ・ணŽ方をໞ重することを་提とし、どのƽうな༖をしてもᆊ利になƾないƽうにすることが重要cƒの上で、若いฌ༉

の見にឋにಚをけ、ƒの視点にጵƘて、若いฌ༉が、ಛƾの体な༖にƽり、結し、こどもをౌみ、育てたいとሰんƕ場合に、

ƒǁƓǁの৵ሰに応ƍて社会全体で支Žていくc共။きฌがໃइし、また、結・ഞౌ後も仕事を໗けたい人がくなƘている中、ƒのፊ

ጵを支援していくことが重要でŷるため、共။き・共育てを推進し、育児ᆟ༶が性にആ中している実をᇥŽ、ཌྷ性の家事ƹ子育てへの

ౄ画を້進するc 
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こども౮策にƎǀഓጅ事ஶ

ºこども・若者が権利の体でŷることの社会全体での共ዛ့ 

（こども基本ሓの೮ཐ、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解້進 ့） 

ºዻなዥƨƹ体ଫ、活躍できる会ƚくり（ዥƨƹ体ଫ活動の推進、生活習ষの成・定ཧ、こどもまんなかまちƚくり ့） 

ºこどもƹ若者へのโǁ目のない保健・ፑの提供（成育ፑ့に関する研ƹ相談支援့、ቯ性ರᅸ・ႍᅸをሎŽるこども・若者への支援） 

ºこどものᆅ策（教育の支援、生活のࡊ定にಃするための支援、保護者の᎕支援、経అ支援） 

ºඏ॔児支援・ፑケア児့への支援（地域における支援体制の੫ँ、インクȖージョンの推進、特別支援教育့）

º児童ਲሻ策と社会養護の推進ਸƨȏンǛケアラーへの支援（児童ਲሻ策့のஏなる੫ँ、社会養護を必要とするこども・若者にする

支援、ȏンǛケアラーへの支援） 

ºこども・若者のಛస策、ᄠకなどかƾこども・若者をる取組

（こども・若者のಛస策、インターǸǮト利用環境ธᅏ、性ᄠక・性ሯ力策 ့） 

「こどもまんなか社会」を実現するための重要事ஶを、こども・若者の視点にጵƘてᇀかりƹすくಘすため、ライフステージ別に提ಘc 

１ ȔǏȀǤǱ|ǣをྫྷƌたഓጅ事ஶ

ºこどものང生かƾ幼児期まで 

こどもの൙にǄたるǑǒȖǾーインǛの基ຉをთい、人生の確かなスタートをโるためのも重要なಐ期c 

・႟රかƾ႟ර期、ഞౌ、幼児期までのโǁ目ない保健・ፑの確保 ・こどものང生かƾ幼児期までのこどもの成長の保ඏとዥƨの充実 

º学童期・౩ണ期 

学童期は、こどもにとƘて、ි体もも་きく成長するಐ期でŷり、ಛୂத定শƹၗၝ性、社会性などを育むಐ期c 

౩ണ期は、性な成ഝがౡまり、ƒǁにᄔƘてිがᇥँし、ಛƾのၾኜのฌैがŷることに気ƚきౡめ、者との関Ǆりƹ社会との関Ǆり

の中で、ಛᇀのໜఓのታ、अཏ、ዂআをணŽ、アイデンティティを成していくಐ期c 

・こどもがࡊしてथƉし学ƫことのできる質の高い公教育の௺生့ ・居場所ƚくり 

・小児ፑ体制、ිの健அ့についての情報提供ƹここǂのケアの充実 ・成年年፼をŽるに必要となるཐಡに関する情報提供ƹ教育 

・いƍめሻ ・ᆊ登校のこどもへの支援 ・校໋の見ྞし ・体ᄋƹᆊโな指導のሻ ・高校中༄のያሻ、高校中༄後の支援 

ºฬ年期 

་学့への進学ƹධにᄔい新たな環境に応し、๔性ƹධ業性をිに付け、൙のኄƹ৵ሰをሎいてಛୂのईႷ性をභ展ƊƐるಐ期c 

・高့教育の修学支援、高့教育の充実 ・᎕支援、用と経అ基ᄯのࡊ定 ・結を৵ሰする方への支援、結にᄔう新生活への支援 

・悩みƹᆊࡊをሎŽる若者ƹƒの家໖にする相談体制の充実 

２ ȔǏȀǤǱ|ǣᇠのഓጅ事ஶ

子育て当事者が、経అなᆊࡊƹୁጵশをሎいたり、仕事とのፊጵに悩んƕりすることなく、また、थဗなౚশƹᆟ༶をሎくことなく、健

அで、ಛୂத定শとƻとりをಏƘて、こどもに向き合Žるƽうにするc 

º子育てƹ教育に関する経అᆟ༶のଲ º地域子育て支援、家庭教育支援 

º共။き・共育ての推進、ཌྷ性の家事・子育てへの体なౄ画້進・拡་ ºひとりැ家庭への支援 

３ 子育てဴ事者ƭの支援にƎǀഓጅ事ஶ

こども౮策を推進ƎǀたƶにᅢጅƟ事ஶ

こども基本ሓにおいて、こども施策の基本理念として、こども・若者の年፼ਸƨ発༥の࿘ဗに応ƍた見ᅳ明会と社会ౄ画会の確保、ƒ

の見のໞ重との利ࢽのዓ先ண慮が定めƾǁているcまた、こども施策を策定、実施、ᅴअするに当たƘて、こども・若者の見をᆳஃく

ྐ取してᄗࢭƊƐるために必要なຂ置をƏることが国ƹ地方公共ཆ体にਟኃ付けƾǁているcこどもの権利条約は、児童（18 ఄቴተの全て

の者）の見をᅳ明する権利を定めており、ƒの実をྫྷƍた権利保ඏを推進することがਿめƾǁるc 

こどもƹ若者の見をྐいて施策にᄗࢭすることƹこどもƹ若者の社会ౄ画を進めることには、་きく、２つのਟがŷるc 

Ғこどもƹ若者の状況ƹǶーǥをƽり確に၃まŽることができ、施策がƽり実୲性のŷるものになるc 

ғこどもƹ若者にとƘて、ಛƾの見がഋᇀにྐかǁ、ಛƾにƽƘて社会にःƾかのࢬをይŽる、ᇥँをもたƾす経ଫは、ಛୂத定শƹಛ

ୂዛ用শ、社会の一ࡿとしての体性を高めることにつながるcひいては、民ਟの༶いの育成にಃするc 

こどもƹ若者とともに社会をつくるというႡಡのऀ、ࡊして見をഠƮることができる場ƹ会をつくるとともに、見をಏつためのዻy

な支援を行い、社会ƚくりにౄ画できる会を保ඏすることが重要cƒの、こどもƹ若者の社会ౄ画・見ᄗࢭはƕけにǄるଖ念がŷる

ことをႡಡして、ዻyなᆍをูみ重Ƣながƾ、実୲性のŷるものとしていくことが必要c 

º国のท策ଂ定थ࿘へのこども・若者のౄ画້進（�こども若者¹いけんƬƾす�の推進、若者が体となƘて活動するཆ体かƾの見ྐ取、२ᆒ൶ྃの२

ල議会・談会့の࡙ࡿへのこども・若者の登用、行ทධࡿ向けǗイǴラインのఢ成・೮ཐ） 

º地方公共ཆ体့における取組້進（上ǗイǴラインの೮ཐƹファシリテーターのჃଧ့の支援、事例のࣧ展開့の情報提供 ့）

º社会ౄ画ƹ見ᅳ明の会の充実 ºዻなฤを施策にᄗࢭƊƐるᆍ º社会ౄ画・見ᄗࢭを支Žる人ఔの育成 

º若者が体となƘて活動するཆ体့の活動を້進する環境ธᅏ ºこども・若者の社会ౄ画ƹ見ᄗࢭに関する調௮研 

１ こども・若者のೂवౄ画・ଣᄗࢭ

º「こどもまんなか」の実現に向けた '$2/（仕組み・体制のธᅏ、データのธᅏ・ǓǾデンスのஓ築） 

ºこども・若者、子育て当事者に関Ǆる人ఔの確保・育成・支援 

º地域におけるህউな支援体制のஓ築・੫ँ（要保護児童策地域議会と子ども・若者支援地域議会の活用、こども家庭センターの全国展開 ့） 

º子育てにる໗き・事ኃᆟ༶のଲ、必要な支援を必要な人にၫけるための情報発信 

ºこども・若者、子育てにƹƊしい社会ƚくりのためのಡूॹ 

２ こども౮策のྫྷの基ᄯとƟǀ取組

º国における推進体制（総理を長とするこどもท策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、༶当་ƹこども家庭ල議会の権行ౚ ့） 

ºཏ目ᅮと指ᅮの設定 ºಛಓ体こども計画の策定້進、地方公共ཆ体との連ૢ º国な連ૢ・力 

ºࡊ定なఖଳの確保 ºこども基本ሓᆣ໋༌２条に基ƚくଙ၀ 

３ ౮策の推進ฑ့
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（３）�こどもቴ๗ጸ�のॗጅ ഞ：こどもቴ๗ጸ /#2（こども家庭ྃ *2）

UP

3��ூ円

23年4া～

42万円 50万円

拡大中

中小企業の育休に
ॖン७ンॸॕঈ

24年1া～

働いていなくても
時間ਜ਼で通える

ఊమの
学生に入

高校生年代まで延長 多子世帯の
授業料等を૮化

ਁ住宅ર入居
ড়間住宅

ストッॡ活用

フラット35の
金ਹ引下げも
24年2া～

時短勤務時の
൛金の10٫
を支給

初めてでも安心！
出産・子育てにঢ়して

相談できる

႔
伴走型相談
支援スॱート

産後
ケア

児童扶養
手当拡充

出産育児
一時金

男
性
育
休

取
得
推
進

住
宅
支
援
で
ひ
ろ
び
ろ
子
育
て

児童手当
拡充

住宅
支援

時短
給付

伴走型支援と家計の応援は、子育て期をしっかりढ़ংー！

看護
休暇

障害児等の
地域での
支援を強化

ひとり親等の
こどもへの
学習支援

ଣୖ後
児童ॡラঈ
拡充

中学校・
高校入学

医
療
費
等

負
担
軽
減

こ
ど
も
・
若
者
の

安
全
・
安
心
な

居
場
所
づ
く
り

こども誰でも
通園制度

授業料
後払い
制度

大学
入学

児童手当
延長

小学校
入学

大学等の授業料等
減免支援拡大

24年～

24年10া～ 24、25年度～

24年10া～

2�年10া～

保育の
ଦ઼੦ਫと
૪ఒも

25年度～

2�年度～全ব実

出産

は、企業や全世代が応援して拠出する「子ども・子育て支援金」を充てて実施する施策です。

第ਕ子以降は
３万円に増額

所得制限撤廃

出生後一定期間内での
両親の育児休業取得を応援

育休給付の給付率 83
手取り10割相当に

25年度～

子育て世帯へ
০後10年間で
30万ૺન保

自業・フリーランス等の
育児期間のবড়年金保険料免除

10万円の
経済的支援

※OECDトップ水準のスウェーデンは15.4％

こども一人当たり
子育て支援（*'3ૻ）は

2(&'トップの৺1��に

各施策の詳細はこちら（こども家庭庁公式ＨＰ）

こんなあなたに こんなあなたに こんなあなたに

こんなあなたにこんなあなたにこんなあなたに

初めての出産
不安がいっぱい

ともだちと
あそびたい

離乳食って
どうすればいいの？

生活が苦しい 進学したいけれども
大丈夫なのかな

どこにも
居場所がない

こどもの育ちに
不安

ワンオペ育児
もう限界

夫の帰りはいつも遅い

私だって働いているのに

子育てにはお金がかかる

安心して
挑戦できたよ

この子たちが
大学に入った時
ちゃんと学費払えるかな

うちの会社、育休制度

使ってる人みたことない

こどもの支援に
つながることができた！

初めての育児
も安心

育休とっても
生活安心

進学を目指す！

安心できる
自分の居場所が
みつかった

スキルアップで
生活安定

中小企業でも
育休が取れる！

フラット35なら
負担が軽くなって

安心

フリーランス
でも育休中の
手取り安心

立派になったね

パパ、入学式
来てくれるの？

相談できて
安心

こども・若者や、障害のあるこどもへの

地域支援体制強化
様々な機会・場所での「気づき」から専門的支援に

早くしっかりつながる体制に。

障害児や医療的ケア児の保育所等の受入体制もさらに充実。

こども・若者への安全な居場所づくりも進めます。

大学も安心

高等教育費の負担軽減
多子世帯（被扶養の子が３人以上の世帯）や

理工農系の学生等へ対象が拡大されたり（24年度～）

こどもが３人以上いても家庭が負担する

大学授業料等が２人分以下になったり（25年度～）など。

大学等進学に挑戦できる方が増えます。

児童扶養手当の拡充や、ひとり親の方への就業支援等の充実、

ひとり親家庭などのこどもたちへの学習支援の拡充など、

多面的に支援します。

ひとり親家庭や貧困に直面するこどもたちが
将来の夢を実現できるように

学びも生活も支援を充実

すべてのこどもと子育てにもっと笑顔を

子育て支援の充実
伴走型相談支援（10万円の経済的支援）や
産後ケア、こども誰でも通園制度で

切れ目なく寄り添った育児支援で安心して子育て。
すべてのこどもの育ちを応援します。

子育て世帯の家計を応援

児童手当
児童手当の所得制限撤廃・高校生年代までの支給期間延長・

第３子以降の大幅増額（３万円）、

住宅支援の強化、雇用保険の適用拡大、年金保険料免除など。

あらゆる角度から、子育て家計を応援します。

パパ育休を当たり前に！

「共育て」応援します
子の出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得した場合の
育児休業給付の給付率を引上げます（手取り10割相当）。

育休をとりやすく、時短勤務を選択しやすく。

看護休暇をもっととりやすく。学級閉鎖や入学式などでも使える！
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（４）ဪੜဒこども基本ඞ፯ 

令和ూ年ూ月ూഋ一႘ 

条例༌ୖ一号 

こどもは、་いなるईႷ性をᅃめたかけがŽのないໜఓでŷるc 

社会のሉでŷるこどもは、また社会の一ࡿでもŷり、ŷƾƻる場ኜにおいて権利の体としてໞ

重Ɗǁる必要がŷるc 

こどもの権利条約（児童の権利に関する条約をいうcऀࡒ၍ƍc）では、こどもにするŷƾƻ

る௭別のઔ、こどものの利ࢽの確保、生・生ໜ・発༥への権利ਸƨこどもの見のໞ重を

一ᄤମ໋としているc 

全てのこどもが༱一人取りౖƊǁることなく、൙への৵ሰをಏƘて、භƨභƨと健ƹかに育Ƙ

ていく環境をธᅏしていかなけǁƥなƾないc 

「こどもを་โにする」視点かƾ、こどもの権利条約のย්にのƘとり、こどもの目にጵƘた

ท策を推進していくことは、ዻyな人が共にᇿƾす、ዻ性にᆏんƕ国都౦東京のౚでŷるc

また、新コȘǵǑイȖスশ൵は人yの生活に་きなᇥँをもたƾし、とりǄけこどもへのࢬ

はପེでŷるcいかなる状況ऀにおいても、こどものஂ福をྩਿしていくことがःƽり重要でŷ

り、東京都がなすƮきኃを明ƾかにしなけǁƥなƾないc 

こうしたႡಡのऀ、こどものർ৩がŷふǁる社会の実現に向けた基本理念ਸƨ東京都が取り組む

Ʈき施策の基本となる事ஶを定め、こどもの健ƹかな成長に৳ይすることを目指し、この条例を制

定するc 

（目） 

༌一条 この条例は、こどものർ৩がŷふǁる社会の実現に向けた基本理念ਸƨ東京都（ऀࡒ「都」

というc）が取り組むƮき施策の基本となる事ஶを定めることにƽり、こどもの健ƹかな成長に৳

ይすることを目とするc 

（定ਟ） 

༌ႏ条 この条例において「こども」とは、ഋᄄఄにተたない者をいうcなお、こどもに関する施策

の実施に当たƘては、条の基本理念の実現を෨る点かƾ、必要に応ƍて施策のඉとするᄧࡗ

を定めるものとするc 

（基本理念） 

༌ూ条 こどもは་いなるईႷ性をᅃめたかけがŽのないໜఓでŷるとのႡಡのऀ、こどもの権利条

約のย්にのƘとり、こどもを権利の体としてໞ重し、こどものの利ࢽをዓ先とすること

で、全てのこどもが、ௗと൙への৵ሰをಏƘてභƨභƨと健ƹかに育Ƙていけるƽう、社会全体

でこどもを育む環境をธᅏしていかなけǁƥなƾないc 

（こどもの権利）  

༌条 都は、こどもの権利条約を၃まŽ、こどもの生きる権利、育つ権利、ƾǁる権利ਸƨౄइ

する権利をはƍめとした、こどもの権利をໞ重し、ዸ護するための施策を推進するものとするc 

（こどもにƹƊしい東京の実現）  

༌ୖ条 都は、社会全体でこどもを育み、こどもにƹƊしい東京を実現するため、こどもの目にጵ

Ƙた施策をጴ先して推進するものとするc 

（こどものࡊ全ࡊの確保）  

༌Ꭵ条 都は、こどもをᄠక、事ƒのの৭॔かƾるため、こどものࡊ全とࡊの確保に必要な

施策を推進するものとするc 
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（こどものዥƨ場、居場所ƚくり）  

༌ಧ条 都は、こどもがභƨභƨと健ƹかに育つことができるƽう、特別区ਸƨ౦ྎ（ऀࡒ「区౦

ྎ」というc）と連ૢして、こどもがथƉしƹすいዥƨ場ƹ居場所ƚくりなど、環境のธᅏを෨

るものとするc 

（こどもの学ƨ、成長への支援）  

༌ᄄ条 都は、こどもの学ƫግƹ学ƫ権利をໞ重し、こどものईႷ性を་にභƥすことができ

るƽう、一人一人の଼性にཧ目し、ಛጵ性ƹ体性を育むために必要な環境のธᅏを෨るとともに、

こどもに৳りƘたきめかな支援に取り組むものとするc 

（子育て家庭、こどもに৳りƘたኜ支援）  

༌ડ条 都は、ዻyなᆊࡊƹ悩みにྞኜする子育て家庭を支援するため、特別な支援ƹ配慮を要する

こどもਸƨ社会養育を必要とするこどもへの施策をはƍめ、ዻな子育てと။き方のための環境

のธᅏ、๔な相談、情報提供ƒのの状況に応ƍたโな取組့、ኜな支援にဖめるもの

とするc 

（こどもの見ᅳ明と施策へのᄗࢭ） 

༌ഋ条 都は、こどもを権利の体としてໞ重し、こどもが社会の一ࡿとして見をᅳ明することが

でき、かつ、ƒの見が施策にโにᄗࢭƊǁるƽう、環境のธᅏを෨るものとするc 

（こどものౄइの້進） 

༌ഋ一条 都は、こどもが社会の一ࡿとしてໞ重Ɗǁ、年፼ਸƨ一人一人の発༥ཌॎに応ƍ、学校ƹ

地域社会့にౄइすることができるƽう、必要な環境のธᅏを෨るものとするc 

（こどもの権利のஃ報・発）  

༌ഋႏ条 都は、こどもの権利ਸƨ利ࢽのໞ重に関するஃ報ƒのの発を推進するものとするc 

（こどもかƾの相談への応）  

༌ഋూ条 都は、こどものᆊࡊƹ悩みを解൯できるƽう、こどもかƾの相談に応する体制の充実ᇖ

ƨに家庭、学校、地域社会ਸƨ関関့との連ૢ੫ँにဖめるものとするc 

（こどもの権利ዸ護） 

༌ഋ条 都は、こどもの健ƹかな成長を支援するため、権利ඹ॔ƒののᆊ利ࢽをけた場合့に

おいて、๔ཐ見に基ƚいてโかつ໒にこどものఅを෨ることができるƽう、国、区౦ྎ

ƒのの関関と連ૢし、社会状況のᇥँに応ƍ、こどもの権利ਸƨ利ࢽをዸ護するための体

制の充実ƒのの必要なຂ置をƏるものとするc 

（こどもに関する計画の策定）  

༌ഋୖ条 都は、こどもに関する計画を策定するに当たƘては、༌ూ条の基本理念にのƘとるものと

するc 

（こども施策を総合に推進する体制のธᅏ） 

༌ഋᎥ条 都は、こどもに関する施策を総合に推進するため、必要な体制をธᅏするものとするc  

（ఖท上のຂ置） 

༌ഋಧ条 都は、こどもに関する施策を総合に推進するため、必要なఖท上のຂ置をƏるƽうဖ

めるものとするc 

ᆣ໋ 

（施行期႘） 

１ この条例は、令和ూ年月一႘かƾ施行するc 

（ଙ၀） 

２ この条例の施行後ూ年を経थした場合において、この条例の施行の状況ਸƨこどもを取り巻く状

況့についてଙ၀し、ಐ༉の要ษに合するものとするために必要なຂ置をƏるものとするc 

３ ஶのଙ၀を行うに当たƘては、こどもの見をᄗࢭƊƐるため、こどもの見をྐく会を設

けるものとする
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